
  

 

  市民一斉清掃を実施する範囲のうち、生活道路など国、県、市などが委託した業者が除草等を行う箇所について 

   １ そのような箇所はない、または、業者の除草等の日程について、国、県、市などと連携していない ⇒ 以下の確認は不要 

   2 そのような箇所があり、かつ、業者の除草等の日程について、国、県、市などと連携している※   ⇒ 以下の確認が必要 

        ※連携の例 「市民一斉清掃の実施日の前に業者に除草等を行ってもらっている」など。 

市民一斉清掃の日程に応じて、国、県、市と連携するため作業日程の変更を要望してください。 

但し、必ずしも要望に沿えない場合があるということでした。 

 （変更手続き概要） 

〇生活道路（市道、里道等）・河川（普通河川など）・公園等 

 連絡先  （担当の）総合事務所地域整備課 又は お近くの地域センター 

 手続き  「生活道路。河川・公園等修繕要望書」※の提出（提出時期２月から８月末）  

※２月の自治会あて一括発送にて要望書送付済。 

 参考情報  上記要望書に変更希望日を明記して早く提出してほしい。 

但し、年１回の施工なので、施工日を早めすぎると再度草が繁茂する場合 

があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民一斉清掃と生活道路等の国、県、市などの除草時期の連携について(お知らせ) ※該当する団体のみ 

裏面に続きます。 



〇国道（206号線など３桁番号の路線）、県道 

 連絡先  長崎振興局 道路維持課（電話 095-844-2188） 

 手続き  電話連絡又は任意の様式で提出 

 参考情報  変更希望日を早く連絡してほしい。 

なお、年１回の施工なので、施工日を早めすぎると再度草が繁茂する場合があります。 

 

 

〇国道（３４号線など２桁番号の路線） 

 連絡先  九州地方整備局 長崎河川国道事務所 大村維持出張所（電話 0957-55-7161） 

 手続き  電話連絡 

 参考情報  変更希望日を早く連絡してほしい。 

なお、年１回の施工なので、施工日を早めすぎると再度草が繁茂する場合があります。 

 

 

〇二級河川（中島川、浦上川など） 

連絡先  長崎振興局 河川課（電話 095-844-2204） 

 手続き  電話連絡又は任意の様式で提出 

 参考情報  変更希望日を早く連絡してほしい。 

なお、４年から５年に１回の施工なので、年度によっては施工自体のご希望に添えない場合があります。 

 

 

※その他の施設については、個別に確認のうえ連絡調整をお願いいたします。 

長崎市「街を美しくする運動」推進協議会（長崎市資源循環課内）   

電話（直通）095-８２９－１１５９    ＦＡＸ 095-８２９－１２１８ 


